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１ 【上場申請のための有価証券報告書の訂正事項分の提出理由】 

平成19年11月13日付をもって提出した上場申請のための有価証券報告書の記載事項のうち、記載内

容の一部を訂正するため、上場申請のための有価証券報告書の訂正事項分を提出するものであります。 

 

２ 【訂正事項】 

第一部 企業情報……………………………………………………………………………………………１ 

第１ 企業の概況…………………………………………………………………………………………１ 

３ 事業の内容………………………………………………………………………………………１ 

第２ 事業の状況…………………………………………………………………………………………２ 

４ 事業等のリスク…………………………………………………………………………………２ 

(８) 法的規制等について ………………………………………………………………………２ 

(13) 株式会社森精機製作所グループとの取引について ……………………………………２ 

６ 研究開発活動……………………………………………………………………………………３ 

(３) 主要な研究開発課題 ………………………………………………………………………３ 

①研究開発の基本方針 ………………………………………………………………………３ 

第４ 提出会社の状況……………………………………………………………………………………４ 

６ コーポレート・ガバナンスの状況……………………………………………………………４ 

(１) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況 …………………………………４ 

④内部監査室 …………………………………………………………………………………４ 

 

３ 【訂正箇所】 

訂正箇所は   罫で示してあります。 

 

(ただし、「第一部 企業情報 第１ 企業の概況 ３ 事業の内容」については下線を省略しており

ます。) 
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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

３ 【事業の内容】 

［事業の系統図］ 

(訂正前) 

 

 

(訂正後) 

 

 
株式会社森精機製作所の位置を変更 
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第２ 【事業の状況】 

４ 【事業等のリスク】 

(８) 法的規制等について 

(訂正前) 

当社の扱う研削盤は、大量破壊兵器等の開発に用いられるおそれのある貨物として、国際的な輸

出管理の枠組みにより、外国為替及び外国貿易法の規制を受けております。 

これに対して、当社では輸出管理委員会(委員長：代表取締役社長)を設置して本規制に違反する

ことがないように組織的に対応しております。具体的には、輸出に関する申請及び案件管理を行い、

毎月１回の委員会開催によって法環境動向の確認や他社情報の収集に努めております。 

しかしながら、当社取組みが外国為替及び外国貿易法の規制を遵守できない場合には、法的な処

分を受ける可能性があります。 

また、国際的情勢の変化によって大量破壊兵器等の開発に用いられるおそれのある貨物の輸出規

制が強化された場合には、当社の経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(訂正後) 

当社の扱う研削盤は、大量破壊兵器等の開発に用いられるおそれのある貨物として、国際的な輸

出管理の枠組みにより、外国為替及び外国貿易法の規制を受けております。 

これに対して、当社では輸出管理委員会(委員長：代表取締役社長)を設置して本規制に違反する

ことがないように組織的に対応しております。具体的には、輸出に関する申請及び案件管理を行い、

毎月１回の委員会開催によって法環境動向の確認や他社情報の収集に努めております。 

しかしながら、国際的情勢の変化によって大量破壊兵器等の開発に用いられるおそれのある貨物

の輸出規制が強化された場合には、当社の経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(13) 株式会社森精機製作所グループとの取引について 

(訂正前) 

当社は株式会社森精機製作所の連結子会社であり、良好な関係を築いております。当社は、独自

で研削盤の製造・販売を行っておりますが、一部株式会社森精機製作所の連結子会社である株式会

社森精機トレーディングを通じて海外へ販売しております。なお、同社への売上高は、前事業年度

で347,771千円(販売シェア7.6％)、当事業年度で426,314千円(同7.8％)となっております。何らか

の要因で、株式会社森精機製作所グループにおける営業戦略の変更等により、海外ユーザーの受注

が減少した場合には、当社の経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(訂正後) 

当社は株式会社森精機製作所の連結子会社であり、良好な関係を築いております。当社は、独自

で研削盤の製造・販売を行っておりますが、一部株式会社森精機製作所の連結子会社である株式会

社森精機トレーディングを通じて海外へ販売しております。なお、株式会社森精機トレーディング

への売上高は、前事業年度で347,771千円(販売シェア7.6％)、当事業年度で426,314千円(同7.8％)

となっております。何らかの要因で、株式会社森精機製作所グループにおける営業戦略の変更等に

より、海外向けの販売が減少した場合には、当社の経営成績や財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。 
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６ 【研究開発活動】 

(３) 主要な研究開発課題 

①研究開発の基本方針 

(訂正前) 

当社の主力製品である立形研削盤は顧客が必要と求める精度・剛性の課題を解決するために独

自に開発された機種であります。この例に見るように当社の研究開発の基本方針は顧客のもつ課

題・悩みを解決することを基本としております。 

幸い、永年培ってきたこの姿勢により、当社は技術水準を高めてまいりました。このような活

動によって、解決困難な課題は当社に持込まれております。当社は前例にならい、今後とも顧客

ニーズ解決に全力を尽くしてまいります。 

 

(訂正後) 

当社の主力製品である立形研削盤は顧客が必要と求める精度・剛性の課題を解決するために独

自に開発された機種であります。この例に見るように当社の研究開発の基本方針は顧客のもつ課

題・悩みを解決することを基本としております。 

幸い、永年培ってきたこの姿勢により、当社は技術水準を高めてまいりました。このような活

動によって、ユーザーからの様々な課題は当社に持込まれております。当社は前例にならい、今

後とも顧客ニーズ解決に全力を尽くしてまいります。 
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第４ 【提出会社の状況】 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

(１) 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況 

④内部監査室 

(訂正前) 

平成18年４月より内部監査室を設置し、内部監査室長ならびに事務局員２名(管理部兼務)の計

３名によって構成し、活動にあたっております。主な活動内容は、内部監査計画に基づいて月１

回各部の業務監査を実施し、改善事項の指摘・指導を行っております。 

内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携については、それぞれの監査を通じてなされた

指摘事項に対して共通認識を持つとともに、個別の具体的改善策について協議いたします。 

 

(訂正後) 

平成18年４月より代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査室長ならびに事務局員

２名(管理部兼務)の計３名によって構成し、活動にあたっております。主な活動内容は、内部監

査計画に基づいて月１回各部の業務監査を実施し、改善事項の指摘・指導を行っております。 

内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携については、それぞれの監査を通じてなされた

指摘事項に対して共通認識を持つとともに、個別の具体的改善策について協議いたします。 




